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平成22年７月22日(木曜日）

午後１時２分開会

会議に付した案件

○概要説明

総務部

１．救急搬送について

２．患者等搬送事業について

教育委員会

１．県立学校における医学部医学科志望者へ

の教育体制及び進学状況

２．学校歯科保健活動の取組について

○協議事項

１．県南調査について

２．調査活動計画・県北調査について

３．県外調査について

４．次回委員会について

５．その他

出席委員（13人）

委 員 長 松 田 勝 則

副 委 員 長 松 村 悟 郎

委 員 米 良 政 美

委 員 萩 原 耕 三

委 員 中 野 一 則

委 員 横 田 照 夫

委 員 十 屋 幸 平

委 員 権 藤 梅 義

委 員 水 間 篤 典

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 太 田 清 海

委 員 長 友 安 弘

委 員 図 師 博 規

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のために出席した者

総務部

総 務 部 長 稲 用 博 美

総 務 部 次 長
四 本 孝

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
岡 田 英 治

（財務・市町村担当）

危 機 管 理 局 長 甲 斐 睦 教

部参事兼総務課長 緒 方 文 彦

消 防 保 安 課 長 山之内 点

教育委員会

教 育 長 渡 辺 義 人

教 育 次 長
米 原 隆 夫

（ 総 括 ）

教 育 次 長
飛 田 洋

（ 教 育 政 策 担 当 ）

教 育 次 長
二 見 俊 一

（ 教 育 振 興 担 当 ）

総 務 課 長 安 田 宏 士

学 校 政 策 課 長 児 玉 淳 郎

スポーツ振興課長 川 﨑 重 雄

政 策 企 画 監 吉 村 久美子

学 校 支 援 監 山 本 真 司

事務局職員出席者

政 策 調 査 課 主 幹 髙 村 好 幸

政策調査課副主幹 福 島 久 大

○松田委員長 それでは、ただいまから医療対

策特別委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてです。お

手元に配付の日程（案）をごらんください。

まず、調査事項の一つに「民間救急の導入」
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というのがありますので、きょうはまず総務部

に「救急搬送、患者等搬送事業」について説明

していただきます。

続きまして、さきの委員会で、宮崎大学医学

部の地域枠推薦について、できるだけ多くの地

元出身者を医学部にという質問を委員からいた

だいております。また、歯科保健の取り組みに

は学校現場がかかわってまいりますので、教育

委員会にまず「県立学校における医学部志望者

への教育体制」、そして「学校歯科保健活動の取

組」などについて説明していただきます。

その後に委員協議をお願いしたいと思います

が、このように取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、これから執行部の説明に入ります。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午後１時３分休憩

午後１時５分再開

○松田委員長 委員会を再開いたします。

本日は、総務部においでいただきました。臨

時議会終了後のお疲れのところ、ありがとうご

ざいます。初めに一言ごあいさつを申し上げま

す。

私は、この特別委員会の委員長に選任されま

した延岡市選出の松田勝則でございます。きょ

うは時間の都合上、委員の紹介は省略させてい

ただきますが、私ども13名の議員がさきの県議

会で委員として選任され、調査活動を実施して

いくことになりました。当委員会の担うさまざ

まな課題を解決するために努力してまいりたい

と思います。どうぞ御協力をお願いいたします。

続きまして、総務部の皆さんの紹介につきま

しては、出席者名簿をいただいておりますので、

省略していただいて結構です。

それでは、概要説明のほうをお願いいたしま

す。

○稲用総務部長 総務部でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

本日の説明事項でございますが、御指示のあ

りました救急搬送及び患者等搬送事業について

でございます。詳細につきましては、消防保安

課長から説明をさせます。どうぞよろしくお願

いいたします。

○山之内消防保安課長 消防保安課です。よろ

しくお願いいたします。

本日は、いわゆる行政の担当分野として県下

の消防本部が担当しております救急搬送、それ

ともう１つ、民間事業者が担っております患者

等搬送事業、この２つの事業につきまして、お

手元の資料に従いまして御説明をさせていただ

きます。お手元の委員会資料の１ページをごら

んいただきたいと思います。

まず初めに、１の救急搬送についてでありま

す。

初めに、救急搬送の定義でございますが、救

急搬送とは、ここに書いておりますとおり、緊

急性の高い重篤な傷病者に対しまして、応急措

置を行った上で、迅速に医療機関へ搬送すると

いうことでございまして、現在、県下９消防本

部において実施しているところでございます。

（２）の救急体制についてでありますが、こ

とし４月１日現在の各消防本部の救急自動車数、

救急隊員数、救急救命士数等々をここに表にし

ておるところでございます。この表の一番下の

合計欄をごらんいただきたいと思いますが、救

急自動車数につきましては、９消防本部の合計

で48台、それから救急隊員数につきましては、
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同じく合計で624人、右欄でございますが、この

うちの261人が、現場や病院への搬送途中の救急

車内、こういったところで救急措置を施すこと

ができる国家資格でございます救急救命士と

なっておりまして、ごらんいただくとわかるよ

うに、人口の多い宮崎市消防局、ここが最も充

実しているところでございます。

この救急自動車数、そして救急隊員数の配置

基準につきましては、消防庁のほうが示してお

ります消防力の整備指針というのがございます。

この中で、主に人口を要因として定められてい

るところでございますが、すべての県内の消防

本部におきまして、この消防庁が定めます基準

を数的に上回っているという状況にあるところ

でございます。

なお、各消防本部ごとの内訳など細かい詳細

につきましては、別にお手元にお配りしており

ます参考資料というのがあると思いますが、こ

の参考資料の１ページに資料をつけております。

説明は省略させていただきますけれども、後ほ

ど御確認をいただければというふうに思います。

よろしくお願い申し上げます。

次に、資料の（３）の救急出場件数について

でございます。

一番左の欄、事故種別ごとに数を出しており

ますが、これは平成20年の１年間の実績を示し

ているところでございます。上から見ていただ

きますと、火災186件、水難事故、そして交通事

故が3,846件、それから労働災害、運動競技等と

なっております。その次に一般負傷とございま

すのは、この上に書いてありますこれらの事故

に分類できない不慮の事故によるものというこ

とでございまして、件数は4,218件となっており

ます。それから、その下の加害、これは故意に

他人によって傷害等を加えられた事故によるも

のでございまして、件数が181件でございます。

その下、自殺などの自損行為が736件、そして次

の急病、これが最も多い２万886件となっており

まして、全体件数の56.6％を占めているところ

でございます。それから、その下の転院でござ

いますが、これは病院から病院への転院搬送の

ことでございまして、数的には２番目に多

い5,994件となっております。一番下のその他

の231件といいますのは、例えば災害現場への医

師、それから医療器材等々の搬送などでござい

まして、すべてを合わせまして、合計で３万6,895

件となっております。ごらんいただくとわかる

とおり、急病と転院、これで全体の73％を占め

ているところでございます。

なお、これらの各消防本部ごとの内訳など、

詳細につきましては、先ほどの参考資料でござ

いますが、この２ページに資料をつけておりま

す。説明は省略させていただきますけれども、

また詳細につきましては、後ほど御確認をいた

だければというふうに思います。

それから次に、（４）の救急搬送をめぐる課題

でありますが、大きく２つの課題があるという

ふうに認識しているところでございます。

初めに申し上げましたように、緊急搬送とい

うのは、緊急性の高い重篤な傷病者を対象とす

るものでございますけれども、ここに書いてお

りますように、課題の１つが、利用者の意識の

問題として、緊急性のない場合の救急要請とい

うことでございます。御案内のように、救急自

動車につきましては、利用者の直接の負担がな

いということもございまして、緊急性のない場

合にも、いわばタクシーがわりに救急要請をす

るような事例、こういったことが以前、新聞等

でも話題になったところでございますけれども、

消防本部に確認したところでは、現場に到着し
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た際に、まず患者の観察を行いますけれども、

その際、緊急性がさして認められないというふ

うに判断される場合も見受けられるということ

でございまして、それが明らかな場合、そういっ

た場合には断るケースもございますけれども、

疑わしい場合には対応せざるを得ないという場

合もあるということでございまして、こういっ

たことが緊急業務の負担になっているところで

ございます。救急車で搬送されますと、優先的

に早く診察してもらえるというような期待も反

映されているのではないかというふうに思われ

るところでございます。

それから、２つ目でございますが、救急自動

車を使うことが適当でない案件の搬送手段の確

保ということでございます。これにつきまして

は、例えば寝たきりの高齢者などが入退院、そ

れから転院などをする場合に、緊急性は低いと

いうことは認識しておりますけれども、ほかに

代替手段がないということで、救急自動車に頼

らざるを得ない場合などのような事例が散見さ

れているところでございます。

恐れ入ります。もう一度、（３）救急出場件数

でございますけれども、表の下から３番目でご

ざいます転院の件数が、先ほど申しましたけれ

ども、5,994件と全体の16.2％を占めているとこ

ろでございます。こういった転院の中身につき

まして、各消防本部に確認したところによりま

すと、正確なデータというものはないわけでご

ざいますけれども、救急隊員の感覚的なものに

よれば、救急車による搬送でなくても搬送でき

たのではないかというような事例が幾らかある

というようなことでございました。

このような事例が高齢化等を背景といたしま

して今後も増加するということになりますと、

救急の本来業務に支障を来すということも懸念

されるところでございます。救急搬送をめぐる

課題の一つとして認識をしているところでござ

います。

恐れ入ります。１ページをめくっていただき

たいと思います。

資料の２ページでございますが、２の患者等

搬送事業についてでございます。

一番最初に、言葉の説明をさせていただきま

すと、民間における業界用語的なものとしまし

て、「民間救急」という言葉が使われるというこ

ともあるようでございますけれども、いわゆる

行政上は「民間救急」というような用語ではご

ざいませんで、平成元年から消防庁が「患者等

搬送事業」といたしまして整理をしております。

本日の資料につきましても、「患者等搬送事業」

ということで表記させていただいているところ

でございます。

まず（１）の背景でございます。

ここに書いておりますように、近年、高齢化

等を背景といたしまして、寝たきりの方、それ

から傷病者等を対象にいたしまして、これらの

方の医療機関への入退院、それから通院、転院、

社会福祉施設への送迎等々に際しまして、ベッ

ド等を備えた専用車、これらを用いて搬送を実

施する事業が普及しつつあります。

しかしながら、患者等を搬送の対象とする限

り、容体の急変、それから患者等間の疾病の感

染等、不測の事態の発生が予測されるところで

ございまして、利用者の安全、利便を確保する

ためには、消防機関との連携体制、搬送業務に

従事する者の資格、それから使われる車の構造、

こういったことにつきまして一定の基準を定め

て、事業の質的向上を図っていくことが必要と

なるということでございまして、このようなこ

とを背景といたしまして、消防庁で平成元年に、
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消防機関が患者等搬送事業を指導する際の基準

といたしまして、「患者等搬送事業指導基準」と

いうものを作成しまして、これによりまして、

各消防本部において民間搬送業者の認定を行う

ということになったものでございます。

ただいま申し上げましたように、患者等搬送

事業の認定といいますのは、法律によって定め

られたものではないと、消防庁の通知によりま

して、消防機関が民間事業者に対し、行政指導

として行う制度であるということでございます。

次に、（２）の事業概要についてでございます。

まず、患者等搬送事業について御説明いたし

ます。①にございますように、患者等搬送事業

とは、救急車を必要としない緊急性のない方を

対象にしまして、これらの方の医療機関への入

退院、通院等々に際しまして、ベッド等を備え

た専用の車を用いて搬送を行うサービスのこと

を言いまして、本来は消防機関の救急搬送業務

の対象とはならない分野を担当するというもの

でございます。

それから、②の事業の認定でございますけれ

ども、認定を受けようとする事業者は、その事

業所を管轄しております消防本部に対して認定

を申請し、消防本部はこの認定に当たって、使

用する車の装備、その車に乗る乗務員、こういっ

た方の資格要件などについて審査を行い、消防

庁の基準と適合した事業者を認定するというよ

うなことになっているところでございます。

③に書いております認定対象となる事業者で

ございますけれども、ここの欄に４つほど書い

ておりますが、これは道路運送法に定めます旅

客自動車運送事業の許可を受けている者という

ことでございます。一番典型的な例が、一番上

に書いております一般乗用旅客自動車運送事業

の許可、例として書いておりますが、タクシー

会社、それから介護タクシー、福祉タクシーと

いったものがございますが、こういった方がこ

の許可を受けているわけでございますが、こう

いった道路運送事業の許可を受けている人たち

が対象になるということでございます。民間事

業者がただいま申し上げております患者等搬送

事業を行うための必要な法律上の資格要件とい

いますか、そういったものは、ただいま申し上

げました道路運送法に定める許可だけでござい

まして、仮に消防機関の認定がなくても、患者

等搬送事業を営むことは可能ということでござ

います。

それから、④でございます。患者等搬送事業

者の主な認定基準ということでございますが、

まず、車の装備についてということでございま

すが、この患者等搬送事業に使われる車として

は２種類ございまして、１つが、ストレッチャ

ー、車いす等を、両方、どちらも使用できる機

能となっている自動車というのが１つでござい

ます。それともう１つが、車いすのみを固定で

きる、使える自動車ということで、この２つ、

２種類の車を患者等搬送事業の車両として対象

にしているわけでございますけど、ここに書い

てあるのは、その２つとも共通のものでござい

まして、ここに書いておりますように、ストレッ

チャー及び車いすを固定する設備、イに書いて

おりますこういった通信機器、それからウに書

いております外観上本物の救急車と間違われな

いようなもの等々が、車上の要件ということに

なっているわけでございます。

それから、同じく人の話でございまして、「乗

務員」と書いておりますけど、この車に乗る乗

務員の資格でございますけど、これにつきまし

ては、満18歳以上の者で、ここに書いておりま

すように、消防機関等の行う講習を修了してい
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る者というのが要件となっているところでござ

います。詳しくこの要件というのは、お手元の

資料の11ページに国の通知をつけておりますの

で、ちょっと時間の関係で省略させていただき

ますけど、また後でごらんいただけたらと思い

ます。

そして、この研修を受けた者が、消防庁の行

います考査実施をしまして、それをクリアしま

したら、この乗務員としての認定が行われると

いうことでございます。参考資料のほうに、５

ページから22ページまでに、こういった今申し

上げました基準等のことを記載しました消防庁

の文書を添付しております。後ほど、また御確

認をいただければというふうに思います。

それから、⑤の利用料金についてでございま

すけど、これにつきましては、国土交通省が認

可いたしまして、距離と時間によりましてまず

算定されるということでございます。そして、

この国土交通省に認定された運賃につきまして、

あと例えばストレッチャー移動のための労務賃

等々を加算しまして算定するわけでございます

けれども、事業者によってサービスの提供が異

なってきておるようでございまして、そのサー

ビス提供の内容が異なることに伴いまして、料

金体系もそれぞれ事業者によって異なっている

というようなことでございます。表にはＡ会社

の例を示しておるところでございますけど、こ

れで時間が30分、距離が２キロ以内ということ

で運賃が1,530円でございますが、これに人件費

たる労務賃を入れて500円、これで利用料金

が2,030円となるようなことでございます。

国道交通省におきましては、時間と距離で運

賃の上限と下限を設定しているところでござい

まして、この幅の中で事業者がそれぞれ運賃を

設定するということでございますが、事業者の

中には、例えば看護師さん等を同乗させまして、

その分、別途また付き添い料等を加算するとい

うようなところもございまして、私も実際、県

内の２つの事業所をちょっと訪問してみたんで

すけれども、やはり事業者によってサービスの

提供内容がそれぞれ異なりまして、それに関連

しまして、料金体系というのも大きく異なって

いるというようなことでございました。

それから、（３）本県の状況について書いてい

るところでございます。

本県につきましては、各消防本部ごとに認定

事業者数と21年の１年間の実績を表にしている

ところでございますが、ごらんいただくように、

宮崎市で７事業者、都城市消防局で３事業者、

日向市消防本部で３事業者、串間市消防本部１

事業者、県内合計14業者になっております。そ

して、その搬送実績は、右の欄に書いておりま

すように、7,005件ということでございます。日

向市が非常に多く、半分を占めているところで

ございますけど、当該消防本部に確認しました

ところ、企業努力が盛んで地域に浸透している

のではないかというような分析をしているとこ

ろでございました。

下の表をごらんいただきますと、これは宮崎

市の消防局管内における搬送の内訳でございま

す。通院が一番多く、21年の欄でいきます

と、1,471人というふうになっております。あと、

入院、退院等々で、このような数字になってい

るところでございます。

なお、この県内14認定事業者につきましては、

恐れ入りますけれども、参考資料の３ページを

ごらんいただけますでしょうか。３ページにた

だいま申し上げました14事業者の内訳を書いて

おりますけれども、これをごらんいただくとお

わかりのように、タクシー事業を営んでいる事



- 7 -

業者が患者等搬送事業に参入しているケース、

これが多いようでございます。

恐れ入ります。また資料に戻っていただきま

して、４ページをお開きいただきたいと思いま

す。

４ページの上には、参考といたしまして、九

州各県の認定事業者数、それと右の認定車両台

数等を掲載しております。本県の14事業者の車

両台数19台というのは、ごらんいただくとわか

るように、全国平均よりは少なくなっておりま

すけれども、九州平均よりは上回っているとい

うような状況になっているところでございます。

この全国の状況につきましても、先ほど来言っ

ております参考資料の４ページに、全国の各県

ごとの数値をつけております。説明は省略いた

しますけれども、また後ほど御確認をいただけ

ればというふうに存じます。

最後に、（４）の評価及び今後の取り組みにつ

いてでございます。

ただいま申し上げましたように、患者等搬送

事業といいますのは、年間、本県で7,000件程度

の利用実績が上がっておりまして、県民の方に

とりましては、利便性の高い事業と言えると思

います。

また、この事業は、緊急性の高い重篤な傷病

者以外の方を対象にしておりますことから、消

防機関の救急搬送の一部を担うというものでは

ございませんけれども、消防機関にとりまして

は、この事業がうまく活用されることによりま

して、本来業務により一層力を傾注することが

可能となるというふうに考えております。

このようなことから、消防機関の救急搬送、

それと民間業者の患者等搬送事業につきまして、

私ども県、それから各消防本部が連携いたしま

して、それぞれ本来の担当分野、役割等も県民

に十分理解いただくべく、広く県民に周知する

必要があるというふうに考えているところでご

ざいます。

説明は以上でございます。

○松田委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑などがありましたら、お願いいた

します。

○横田委員 この特別委員会ができて、医療現

場の負担を減らすべきだという思いから、この

民間救急の調査を御提案させていただきました。

早速対応していただきましたこと、本当に感謝

申し上げます。ちょっとお尋ねしますけど、１

ページなんですが、一番下の（４）の緊急性の

ない場合の救急要請、これは上の表のその他231

件の中に入ると思うんですけど、その中でどれ

ぐらいの割合がそういう緊急性のない場合の救

急要請になるんでしょうか。

○山之内消防保安課長 数字的には、今御指摘

のように、この件数の中には入っているところ

でございます。ただ、あくまでも先ほど言いま

したように、到着した消防署員の感覚的なもの

ということもございますし、こちら側の消防職

員の感じ方とまた御本人の言い分とかいろいろ

違うものですから、なかなか正確にどれぐらい

の比率があるのかというのは、私ども確認しま

したけれども、その数字の特定というのは現状

は非常に難しくて、また言いにくいところがあ

るということで、申しわけございません、そう

いうことになります。

○横田委員 以前から、先ほども説明のほうが

ありましたけど、救急車をタクシーがわりに使

うケースがあるということをよく言われていま

したよね。だから、実際は、消防隊員もそのこ

とを物すごく感じられる機会も多いんじゃない

かなと思うんですよね。それと、その下の代替
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手段の確保が困難なために、救急自動車に頼る

事例が散見されるということですが、これは上

の表の転院に相当含まれるんじゃないかと思う

んですけど、例えば病院から病院に移る場合で

も、緊急性のある場合もありますよね、絶対。

あるんだけど、病院から症状が非常によくなっ

てからほかの病院に転院するとか、また病院か

ら自宅に帰るとか、いろんな場面で救急車じゃ

なくてもいいような場面というのはかなりある

と思うんですね。それとか、遠距離に転送する

場合に、果たして消防の救急車両を使って大丈

夫かというのもあると思うんですが、そういっ

たことで、この上の表の転院、その他で20％の

割合があるわけですけど、かなりの消防救急に

対する負担があるんじゃないかと思うんですよ

ね。そういった意味で、この患者等搬送事業、

いわゆる民間救急の期待といいますか役割は、

非常に大きなものがあると思うんですけど、そ

こらあたりはどのようにお考えでしょうか。

○山之内消防保安課長 ただいま御指摘の件で

すけど、まず、おっしゃいますように、病院間

の搬送の件でございます。私も幾つか公立病院

を中心に、ちょっと実態を聞いてみたところで

ございます。基本的なルールとしては、ドクタ

ーの判断によっていろいろあるらしいんですけ

れども、基本的には、いわゆる緊急性のない案

件、これにつきましては、例えば民間の事業者

の利用、それとか、もしくは病院で独自に車を

持っているところもございまして、そういった

ところでは、そういったものを利用して搬送す

る。そして、真に緊急性のある案件については、

やはり救急車を使う。そういう基本的な考え方

はあるようでございます。ただ、いずれにしま

しても、これの判断というのは当然ドクターが

するということでございまして、ドクターの判

断次第ということでございます。確かにそうい

う中で、これも正確なデータというのは非常に

とりにくい分野でございますけど、それぞれの

消防本部等にちょっと聞きますと、やはりその

中の幾らかは、救急車でなくても対応できる案

件というのを感じるというようなことは現実に

あるということでございまして、その分が本来

の救急車の使命といいますか、それからいくと、

負担になっているというのは事実でございまし

て、この分がまずうまくすみ分けといいますか、

それができれば、当然その分は負担が軽くなる

わけでございまして、先ほど説明を申し上げま

したように、本来の部分により力を傾注できる

ということを感じているところでございます。

○横田委員 今言われたような意味合いで、そ

れぞれの病院の患者等搬送事業に対する期待度

といいますか、それはどのようにお感じでしょ

うか。

○山之内消防保安課長 申しわけございません。

まだそこまで詳しく私も期待度は把握しており

ませんけれども、ただ感覚的に、やはりそうい

う搬送手段の確保というのができれば、かなり

そこについては使える部分というのはあるんで

はないかと思います。ただ、先ほど説明のとこ

ろで申しましたように、例えば県内で14事業者

ございますけれども、そのサービスの提供の内

容が異なるということで、料金体系も当然異なっ

てきております。そういう中で、実際に民間の

搬送事業者を使ったときの実際の負担金額が出

てくるんですけれども、それの程度といいます

か、そういったことも、民間搬送事業の中では

料金体系も一つの要素かなということは感じて

おります。以上でございます。

○横田委員 料金の話が出ましたけど、搬送に

かかる料金というのは、保険対象にはならない
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んでしょうか。

○山之内消防保安課長 申しわけございません。

正確にちょっと調べていないのですけど、介護

保険の対象にはなるんじゃないかと思いますが、

一般的なものとしてはならないと思います。も

しよろしければ、そのあたりちょっと調べさせ

ていただいてよろしいでしょうか。

○横田委員 保険適用になるんじゃないかとい

う話もちょっと聞いたものですから、もしそれ

ができれば料金もかなり安くなると思いますの

で。それと、消防救急以外で、先ほど言われま

したけど、例えば医師会病院とか民間病院で救

急車両を持っているところもありますよね。あ

あいう車両というのは、やっぱり搬送料金とい

うのは無料になるんでしょうか。

○山之内消防保安課長 幾つかの病院しか聞い

ておりませんけれども、聞きましたところによ

ると、病院で取り扱いが違うようでございまし

た。いわゆる病院が所有している車を使う場合

には病院側の負担ということで、患者さんには

負担をさせないというところもございましたし、

実際条例等を制定しまして、距離的なもので数

千円程度の患者負担が発生するというような取

り扱いをしている公立病院もございまして、ま

ちまちのようでございました。

○横田委員 ４ページの一番最後の評価と取り

組みのところに書いてありますが、真ん中の「消

防機関にとっては、当該事業が活用されること

により、本来業務により一層力を傾注すること

が可能となる」ということで、やっぱり本当に

緊急を要する消防救急が、本来の仕事が発揮で

きるような、そういう方向に持っていくという

のは、非常に大事なことだと思うんですよね。

でも、正直言いまして、私もこの民間救急とい

うのがあることを最近やっと知りました。それ

だけ県民で御存じない方がたくさんおられると

思うんですよね。もしそれの周知が図られるこ

とによって、民間救急に対する利用といいます

か、需要が非常に高まる可能性も十分あると思

いますので、そこらあたりの周知徹底もぜひお

願いしたいなと思いますが、例えば県として、

患者等搬送事業に対してこれからどのように取

り組んでいこうと考えておられるのか、ちょっ

とお聞かせいただきたいんですけど。

○山之内消防保安課長 まさに今、御指摘のあ

りましたとおりと思っております。広く県民の

方にこういった事業というものを周知すれば、

先ほど申しましたように、知らなくて救急車等

を使う方もおられると言えば、知っていること

によって、自己負担であるけれども使うという

方は当然出てこられるわけでございまして、そ

ういった制度を周知するということは、非常に

大事なことと思っております。そういう中で私

どもも、今さらでございますけれども、とりあ

えず、すぐに消防機関、関係消防本部とも話を

しまして、まずはそういったいろんな周知、特

に消防本部の紹介とか、そういったいろんな文

書等の中にこういった制度を登載するとか、も

しくはいろんな機会の中で、こういったことに

どこまで触れるとか、いろんな手段はまだある

かなというふうに考えておりますので、そういっ

たことを今後検討しながら、県も消防本部と一

緒になりまして、案をつくって実践に取り組ん

でいきたいというふうに考えております。

○太田委員 この患者等搬送事業のイメージを

ちょっと確認するために質問いたしますが、例

えば、この事業というのは延岡はないというこ

とになっていますよね。例えば、タクシー会社

が福祉タクシーとか、そういう形でのものもあ

るし、社会福祉協議会等でも、何かそういった
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障がい者の人の輸送、それは通院とかのために

ということだったと思うんですが、ああいった

ものは、この患者等搬送事業には入らないんで

すか。

○山之内消防保安課長 先ほど、ちょっと資格

の件で触れましたけれども、この事業につきま

しては、法律上必要なのは、いわゆる道路運送

法に定めるこの許可、これを受けていれば、基

本的には、理屈的には、この事業はだれでも参

画できるというようなことでございまして、そ

ういう中で、先ほど背景のところで触れさせて

いただきましたように、県民の高齢者の方とか、

いろんな非常に重大なところで業務をされます

ので、その辺の質の保証といいますか、そういっ

たことから、消防庁でこの認定制度を云々とい

うことは先ほど申し上げたとおりでございます。

ですから、この消防庁の認定を受けていなくて

も、先ほど申しましたように、道路運送法上の

許可を受けていれば、有料でそういう搬送事業

といいますか、そういったことをすることは可

能でございますので、中にはそういう認定を受

けずにされている方というのは、県内におられ

るんじゃないかというふうに思います。

○太田委員 わかりました。であれば、この認

定を受けることのほうが社会的な認知を受ける

という意味では、この認定を受けたほうがいい

がなという気持ちはあられるということでいい

んですね。

○山之内消防保安課長 まさにそのとおりでご

ざいまして、その質的保証といいますか、そう

いったことで、特に、まさにこういった消防庁

の認定を受けているということは、いろんな基

準をクリアしたということで、いわゆる一つの

お墨つきみたいなものでございますから、それ

を広く県民に表示できれば、利用する県民の方

としても、そういう基準をクリアしているとい

うことで、より安心して利用できるという意味

合いがあると思います。

○太田委員 わかりました。２ページのところ

に、認定対象となる事業者としては、タクシー

会社とか観光バス、スクールバス、それから今

回新たに加わった自家用有償旅客運送の許可を

受けた者ということで、訪問介護等の事業所の

車両というのが加わっているようなんですが、

先ほど横田委員から言われた病院関係で有償で

もしやるとするなら、病院関係のそういった自

動車は、この対象には申請してもなり得ないと

いうことなんでしょうか。この４つに限られて

いるものですから。

○山之内消防保安課長 対象は、道路運送法で

掲げておりますこの４つに一応限られた形に

なっております。先ほどの病院の所有する車両

は、自分のところのそういう患者さんのために

用意する車であって、ここの道路運送法の許可

の対象となるものではないということで、今おっ

しゃるように、対象にはならないということに

なると思います。

○十屋委員 ちょっと教えてほしいんですけど、

救急搬送についてですが、一般の救急車で、

ちょっと知らないものですから教えてください。

日向市から宮崎に来る場合は、時々、日向の消

防の救急車が走っているのを見るんですけど、

特別に病院の先生の判断で、重篤な患者がいた

ら、そのままストレートにずっと宮崎まで来ら

れる、または、何か受け渡しみたいにして、消

防管内を町村をまたいで、それはどういうふう

に見たらいいですかね。ずっとそのままストレ

ートで来られるのか、リレーして行くのか、そ

のあたりはわかりますか。

○山之内消防保安課長 基本的には、経由せず
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にストレートということになっています。とい

いますのは、当然のことでございますけれども、

ある意味、重篤な緊急患者でございますので、

時間との闘いと申しますか、一刻を争って、早

く病院に到着する必要があるわけでございまし

て、そこには極力時間のロスは許されないとこ

ろでございますので、基本的には、短時間とい

うことで、ストレートということです。ただ、

いろんな諸事情の中で、やむを得ずリレーとい

いますか、途中でということは、ケースによっ

てはあり得る話ではあるかと思います。

○十屋委員 いわゆる椎葉とかの常備消防がな

い場合には、普通の高規格車ではない救急車で

運んできたりするんです。そういう場合に、救

急車が宮崎まで来るというときに、患者の負担

とかもろもろあると思うんですけど、そういう

場合は、今行ったようなリレー的に、例えば日

向で患者さんを乗せかえて、より安全に高規格

車で来るということも可能ということでしょう

か。

○山之内消防保安課長 まさにお話しのとおり、

非常備のところは、当然高規格の救急は持って

おりません。そういう意味では、最寄りの有し

ている消防本部に引き継ぎまして、その高規格

自動車で送りつける、これが一番安全だという

ことで、まさに御指摘のとおりでございます。

○十屋委員 もう１つ、消防の広域化で、広域

消防の計画が今２年ぐらい先送りに、ちょっと

ずれていますけれども、そうしたときに、この

救急搬送とかそのあたりは、今後、県としては、

計画の中ではどのような位置づけで考えられて

いるか、ちょっと教えてもらえますか。

○山之内消防保安課長 消防の広域化との関連

でございますけど、当然消防の広域化が仮に実

現したとすれば、その中で１つの消防本部でい

ろんな業務をしますし、救急車も共通のものと

いうことでございます。ただ、現在、それぞれ

９つの消防本部で救急業務をやっているわけで

ございますけど、いろんな連携と申しますか、

そういった意味では、救急業務につきましては、

域を越えた連携もやっておりますので、消防広

域化が仮に実現すれば、救急業務ももっと効率

的にという要素はあると思いますけれども、基

本的には、今の救急業務、この時間とかやり方、

そういったものがベースになると思います。

○十屋委員 ちょっと最後のほうがわからな

かったんですが、現在、今の段階はこれがベー

スだと思うんですけど、将来的に広域の消防に

するためには、効率化等、そういうスケールメ

リットでやるというのが大前提にあると思うん

ですね。そのときには、電装、いわゆるそれぞ

れの資機材が全部違うわけですね。だから、救

急においても、高規格車でもいろいろ車種が違っ

たり、取り扱いが違ったり、無線のシステムが

違ったり、情報伝達のシステムが違ったりする

んですけれども、そういう場合のときも、ベー

スとしてはこの現状の体制があって、プラス広

域化の中を図るという、別な意味での、指揮命

令系統とか、組織体制の中でのそういう組織化

ということで理解していいんですか。細々とし

た資機材等が違いますけど。

○山之内消防保安課長 済みません。ちょっと

説明がわかりにくかったと思いますけれども、

おっしゃいますように、資機材、今いろいろ消

防本部で違いますけど、基本的には、広域化が

なされたとしても、当然救急車を配置する今後

の場所、そういったものは、今機能しておりま

す９消防本部、こういったところに救急車が依

然として配置されて、実際、実動部隊として出

て行くということが想定されますので、機材等
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につきましても、買いかえるときなんかは、当

然スケールメリットを生かした形で買いかえが

あると思いますけど、基本的には、今のような

状態で、実動に、現場には赴くというようなこ

とであると思っております。

○十屋委員 先ほど最初に説明されました救急

救命士の数と救急自動車の数は、消防庁の基準

はクリアしているんだということの説明があり

ましたけど、救急救命士を、クリアしているけ

れども、もっといろんな精度を高める、サービ

ス向上させる意味で、ふやしていくというお考

えはないですか。各市町村の考え方が主なんで

しょうけど、各消防本部の考え方で全体的にク

リアしているんですけど、現実として、県とし

ては、この数をもっとよりふやしていこうとい

うふうな考えはあるのかないのか。

○山之内消防保安課長 基準は上回っておりま

すけれども、当然いろんな激務の中で負担も大

きいところでございます。まだこれ以上にふや

していきたいということでございまして、例え

ば、現状でございますけれども、15名ほど新た

に救急救命士の資格を得るべく、今いろいろ養

成中でございます。

○中野委員 ちょっと確認させていただきたい

と思うんですが、救急搬送についてです。この

中の課題で先ほど説明がありました。要は救急

車を呼ぶということは緊急性があるから呼ぶ、

それなのにこういう課題があるということです

が、先ほど救急出場件数の３万6,895、救急車が

呼ばれて行った件数ですわね。実際運んだ件数

とは違うわけでしょう。

○山之内消防保安課長 これは出動した件数で

ございまして、行った結果、搬送しなかったと

いう件数も含まれております。

○中野委員 けがをしたり事故があったりすれ

ば、いろんな人が呼ぶと思うんですよね。当事

者じゃなくても第三者が呼んだりして、そうい

うことで必然的に出場件数というのはふえるん

だと思うんですよね。そういうことで、運ぶ必

要のない人のところにも行くということで、こ

の課題があるわけですけれども、この中の②番

から言いますと、救急自動車を使うことが適当

でない案件云々とあるんですが、使う必要がな

い者を実態は運んでいるということですか。

○山之内消防保安課長 ちょっと先ほど説明の

ところで触れましたけれども、出動しまして行っ

た結果、消防職員が必要ないということで断る

ケースもあるというふうに言いましたけれども、

中によっては断るケースもございますし、はっ

きり判明しないために、ちょっと疑わしいけれ

ども搬送するというような取り扱いもあるとい

うことでございます。

○中野委員 じゃ①の緊急性のない場合の救急

要請ということで、要請はしたけれども、ここ

は大方は運んでいないというふうに見ればいい

んですか。

○山之内消防保安課長 今申し上げましたよう

に、明らかに緊急性がないということであれば

断るケースがあると今申しましたとおりでござ

いまして、ただ現実には、なかなか呼んだ方の

意見等もございますので、よっぽど明らかでな

い限りは、やっぱり搬送するケースが多いとい

うことでございます。

○中野委員 いわゆるこの救急搬送事業、搬送

というのを公で消防本部をつくってやっている

わけですが、こういう大きく２つの課題、こう

いうものを解決することが行政だと思うんです

よね。それで、この２つについての数字という

のは、あらわれていないわけですか。

○山之内消防保安課長 先ほど説明しましたよ
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うに、なかなか非常にデリケートな分と、それ

から、そこに現場に到達した職員の感覚的なも

のもございまして、データとしては非常に出す

のが困難でございまして、正確な数字のデータ

としては把握しておりません。

○中野委員 行って、その感覚の違いやら、い

ろいろあるとは思うんですけれども、しかし、

そういうことこそ数字をあらわして、数的に実

態を把握して、それを行政的にいろいろと行政

を施すと。いろんな県民のそういう人たちへの

総体的な指導とか、そういうことをすることが

行政だと思うんだけれども、そうすれば、やは

り実態数字を把握しないことには解決しないと

思うんですよね。課題として取り上げてあるけ

れども、何かそういうことでの取り組みはいか

がでしょうか。

○山之内消防保安課長 先ほど来申しておりま

すように、なかなか把握しがたい要因もござい

ます。おっしゃることはよくわかりますけれど

も、なるべくそういう数値を取り込むというこ

とは努力してまいりたいと思いますけど、先ほ

ど来、デリケートなところもございまして、な

かなかそこを正確に今後把握できるかどうかと

いうのは、ちょっと検討が必要かなというふう

に思います。

○中野委員 そういう把握しがたい面があるの

に課題を掲げるということには、これは課題に

掲げること自体おかしい話ですよね。行って必

然的に運ばざるを得ないとか、これはずっと昔

からの課題で、未来永劫の課題かもしれません

が、そういうものをずっと将来的にも掲げるの

であれば、課題にはならん話ですよね。絶対、

緊急業務の中のある特定な割合としては、こう

いうのもあり得るということを前提にした業務

をせざるを得ないということになるんじゃない

んですか。

○山之内消防保安課長 確かに、正確な数値的

なものということであれば、そのとおりでござ

いますけれども、ただ、これは本県でなく全国

的に見ましても、そういう事例が見られるとい

うことでございまして、現実にそのようなケー

スがあるということは、私ども間違いないと思っ

ておりますので、正確な数値云々というのは難

しゅうございますけれども、しかし、現実に本

県だけでなく全国的にもあるということでござ

いますので、そういったことは、先ほど来申し

上げておりますように、本来の消防業務の中か

らすれば、やっぱり改善をすべき課題というこ

とで取り組んでいく必要があるというふうに認

識しております。

○中野委員 それから、（３）の表の中の転院の

問題、5,994件、16.2％ありますが、先ほども

ちょっと説明がありましたが、この数字に緊急

性のないものがあるということはないですがね。

○山之内消防保安課長 先ほどちょっと触れた

ところでございますけど、これにつきましては、

ドクターの所見といいますか、医者の所見とい

うのが非常に大きな要素を占めるわけでござい

ます。そういったことでやりますけど、数値的

にどうかというのは先ほど来と同じなんですけ

れども、この中にも、本来救急車でなくてもよ

かったのではないかという数値が含まれている

というふうに御理解いただきたいと思います。

○中野委員 そのような説明でしたが、公的病

院あるいは私立でも救急車を持っている病院も

ありますし、それからドクターが判断したから

呼んだんだと思うんですよね、転院だから。こ

れは、そればかりかどうかは知りませんが、普

通想定されるのはそういうことだと思うんです。

であれば、さっき言ったような緊急性のないも
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のもあるような話でしたが、それこそ、これは

簡単に医師会なりドクターの指導で解決できる

問題だと思うんですがね。

○山之内消防保安課長 基本的に、医師会なり

ドクターの御理解、御協力をいただいて、この

数、今申しております数を少なくしていくとい

うことは大事なことだと思います。

○中野委員 この件に関して、何件ぐらいがそ

ういう部類に入るんですか。これは数字は出て

いないんですか。

○山之内消防保安課長 先ほど来申しておりま

すように、非常に現場での感覚的なものがあり

ますので、正確な数字というのはございません。

あくまでも感覚的なものでございますけど、消

防本部によって差はございますが、中には１割

とか２割とか、そういった感覚的なものでござ

いますけど、そういうふうに感じているという

ような話は聞いております。

○中野委員 現場での感覚的な問題があるとは

いえ、やはりそういうことを把握、課題として

ここに掲げて、問題、課題として取り上げられ

るようであれば、感覚の違いがあるかもしれま

せんが、数的な把握をして、やはり県として、

いろいろと消防本部なり、あるいは県民にいろ

いろと啓発する、こういうことをせんといかん

とじゃないですかね。

○山之内消防保安課長 確かにそのようなこと

は思いますが、繰り返しになりますけど、なか

なか事柄の性格上、そういった数値的なもので

これを把握するというのは、先ほど来同じこと

を申し上げまして申しわけないんですけど、非

常に困難な面がありまして、極力そういうこと

に努めるということはそういうことですけど、

結果的になかなか正確な数値で把握することは

難しい問題ではないかというふうには認識して

おります。

○中野委員 くどいですが、県の担当課がそう

いう認識であること自体がおかしいんじゃない

ですかね。現場での感覚の違いがあったにして

も、こういうものは転院でそういうものが幾ら

入っているとか、あるいはその他で幾ら入って

いるとか、そういうものは、こういう調査がし

てある以上、やっぱり把握させる、記録させる

ということで、それを吸い上げて、でこぼこは

あるかもしれませんよ、消防本部ごとに。それ

でも、実態としては、こう吸い上げたというこ

とを把握して善処していくということでしない

と、私はさっきもちょっと未来永劫と言ったけ

ど、これこそ未来永劫、何の解決にもならんと

思いますがね。認識がなくなる話ですから、そ

ういうのがあっても当然という状態で、救急業

務、搬送業務がずっと続くということになりま

すよね。さっき言われたような、現場での感覚

の問題云々かんぬんと言うようであれば、課題

とかこういうことは、されないほうがいいよう

な気がしますがね。ぜひ数字で把握して、いろ

いろと善処するようにしていただきたい。これ

は要望にしておきます。

○権藤委員 私も十分この現状というのがわか

らんのですけれども、患者という認識と、ここ

に出てくる２ページの例えば一番下の③の訪問

介護事業所の車両というもの、それから３ペー

ジの老人ホーム送迎というのが下から２番目に

ありますけど、こういう分野等についての分類

その他が、それから老人ホームそのものが朝迎

えに来て夕方送ってくると、こういう部分と、

患者等の搬送ということではないと思うんです

が、まだまだ未分類の分野というのがかなりあ

るんじゃないかなと。救急車があって患者の搬

送というのを例えば訪問介護事業所でもできま
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すよという規定があるんだけれども、それから、

５ページの文章等がどういうことを意図してい

るのかというのも、ちょっと読んでもなかなか

わかりにくいんですが、先ほどからの議論とあ

わせて、分類が難しい部分というのと、今後の

もうちょっと整理をしていって、例えば介護事

業所あたりが持つものについての仕分けの方向

とか、そういうものは、まだまだ議論の余地と

いうか、上から押さえていって救急車、それか

ら患者の救急搬送、それ以外もいろいろありそ

うな感じがするんですね、今後の議論の余地と

して。そういう中で、例えば人数が少ないお年

寄りを迎えに来る場合は、一般車両の従業員の

車で迎えに来たり送ってきたりするケースもあ

るんですね。ここら辺が、介護タクシーとかそ

ういうものが一応は分類されていますが、上澄

みを取っていった後、残りの部分というのは、

かなり今後、何か規定その他をしていかないと、

もし事故が起きたとか何とかという、そういう

議論の余地というのはかなりありそうな気がす

るんですが、どんなふうに考えられますか。

○山之内消防保安課長 確かにお話しのように、

いろんな分野で、例えば先ほどありましたよう

に、介護タクシーとか福祉タクシー等もござい

ます。いろんな分野でそういうものが活用され

る場面があるかと思います。ちょっと答えにな

りませんけれども、ちょうど私が今説明しまし

たのは、そういう中で、消防庁が平成元年に示

しましたそういう背景の中で、質的なものとか、

そういったものをある程度レベルを確保するた

めに、こういった制度をつくって云々というこ

とで、こういったものを取られた方が、いろん

ないわゆる高齢者の方とか傷病者の方が、いろ

いろ通院とかそういった手段で使われる場合に

これがあるということでございまして、すべて

を消防署のこれで網羅して云々というのは、当

然消防庁も多分想定していないんじゃないかな

という気がしておりますので、そういう意味で

は、ごく一部のところを消防庁の患者等搬送事

業はとらえているのかなというふうに思います。

済みません、ちょっと答えになっていないと思

いますが。

○権藤委員 不確定な部分を議論して結論は出

ないと私も思うんですけど、ただ、事故が起き

た場合とか、そういうのが現実にはあるんです

ね。宮崎でも堤防敷を走っている道路がありま

すよね。あそこあたりで接触か何かしているん

です。そういうケースもあるんですね。だから、

こういう今は救急の順位で１番、２番ぐらいが

規定されているのかなと思うんですけど、あと

保険の適用とか、介護施設の所有の送迎用のも

のとか、今後は何らかの形で分類しながら、保

険の適用とかも含めて議論を整理していかない

といけないんじゃないかなという気がしており

まして、これ以上、議論してどうこうというこ

とにはならんのかと思いますが、そういう今後

の議論のためには、共通の場で、例えば全国で

そういう議論をされるときには、今後の課題と

して、そういうものも整理していただくような

ことを県としても提案してほしいなという気が

しておりまして、これ以上、議論はいたしませ

んが、要望にしておきたいと思います。

○松田委員長 時間も参ったようですが、ほか

に質問はございませんか。よろしいでしょうか。

それでは、ないようですので、これで終わり

にしたいと思います。

執行部の皆さん、特に消防保安課長の山之内

さん初め皆さん方、御苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後２時５分休憩
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午後２時９分再開

○松田委員長 委員会を再開いたします。

教育委員会においでをいただきました。

初めに一言ごあいさつ申し上げます。

私は、この特別委員会の委員長を拝命してお

ります延岡市選出の松田勝則でございます。

時間の都合上、委員の紹介は省略させていた

だきますが、私ども13名がさきの県議会で委員

として選任されまして、この調査活動を実施し

ていくことになりました。当委員会の担う課題

を解決するために努力してまいりたいと思いま

す。皆様方の御協力をよろしくお願いいたしま

す。

教育委員会の皆様方の御紹介につきましては、

出席者名簿をもってかえさせていただきます。

それでは、概要説明を座ったままで結構です。

よろしくお願いいたします。

○渡辺教育長 皆様、こんにちは。教育委員会

でございます。よろしくお願いいたします。

委員の皆様方には、本県教育の振興につきま

して、日ごろから御指導・御支援を賜り、厚く

お礼を申し上げます。

それでは、早速説明に入らせていただきます。

お手元の医療対策特別委員会資料をお願いいた

します。おめくりいただきまして目次をごらん

いただきたいと思います。本日御説明いたしま

す事項は、１点目が、県立学校における医学部

医学科志望者への教育体制及び進学状況、２つ

目に学校歯科保健活動の取り組みについての２

件であります。私どもからは以上でありますが、

内容につきましては、引き続き関係課長から説

明させますので、よろしく申し上げます。

○児玉学校政策課長 それでは、資料の１ペー

ジをお願いいたします。

県立学校における医学部医学科志望者への教

育体制及び進学状況について説明いたします。

まず、１の医学部医学科進学への支援体制等

についてであります。

（１）の県の対応でありますが、①の高校生

の学力向上支援事業を平成17年度より実施して

おりますが、本事業の１つとして、県内の高校

３年生を対象に、８月に３日間の合同学習会「普

通科高校サマーセミナー」を実施しております。

この学習会には、大学受験志望生徒約750名が参

加し、難関大コース、理系コース、文系コース

などに分かれて受講しておりますが、このコー

スの中に、平成20年度から医歯薬コースを設定

しております。医歯薬コースは、平成20年度61

名、平成21年度90名が受講しておりまして、本

年度は66名が受講する予定であります。

次に、②の宮崎大学医学部講座を医療薬務課

が宮崎大学医学部と共同開催しております。将

来医師を目指している県内高校生１・２年生を

宮崎大学医学部に集め、「医師の使命・責任の重

さ、医療現場の厳しさ、地域医療の意義等」に

ついての説明や、本県出身医学生とのディスカッ

ション等を行っております。また、この講座の

中で、県教育委員会学校政策課と福祉保健部医

療薬務課が、地域枠・地域特別枠推薦入試につ

いての説明を行っております。

次に、③の科学夢ロマン事業における宮崎サ

イエンスキャンプの実施であります。毎年８月、

県内の中学３年生と高校１・２年生を対象に、

宮崎大学医学部等の施設を利用した実験・実習

講座を３泊４日で開催し、将来の研究者や医師

等を目指す人材の育成を図っております。本キャ

ンプでは、ふだんの学校生活では聞く機会のな

い講義や、大学の所有する最先端の機器を使っ

ての実験を行わせ、医師等への興味関心を高め
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ております。

次に、④の高等学校と県との本県の医療状況

等の情報共有であります。本年７月、県立学校

長会普通科部会におきまして、すぐれた学生を

一人でも多く宮崎大学を初めとする医学部医学

科に進学させるよう、福祉保健部医療薬務課が

県内医療の現状、医師確保について説明を行っ

ております。また、県内高等学校普通科の進路

指導主事が参加する県進学研究会理事会でも同

様の説明をする予定であります。

次に、（２）の各県立高等学校の対応でありま

すが、①の生徒への啓発は、医療関係者による

講演や医学に関する説明会等の実施、医学科に

進学した卒業生による体験発表等を行っており

ます。

②の医学部医学科へ進学できる学力養成の取

り組みは、課外授業の実施、習熟度別学級編成

による医学部等難関大学進学希望者への対応の

ほか、理系に特化した学科としまして、理数科

を延岡高校、宮崎西高校、都城泉ケ丘高校、サ

イエンス科を宮崎北高校に設置しており、これ

らの学科で医学部を初めとする難関大学学部に

対応できる学力の養成に努めております。この

延岡高校の理数科につきましては、平成23年度

からメディカル・サイエンス科に改編すること

といたしましたが、これについて、次のページ

で説明いたします。

延岡高校のメディカル・サイエンス科への学

科改編の理由でありますが、医師確保という地

域の課題や、本県随一の工業集積地という地域

産業の状況等を踏まえまして、地域の医療や高

度な技術を有する産業の将来を担う人材育成を

図るため、延岡高校の理数科をメディカル・サ

イエンス科へと改編するものであります。注の

１にありますように、延岡市は全国初の地域医

療を守る条例を制定し、市長部局に地域医療対

策室を設けるなど、医師確保に取り組んでいる

ところであります。また、注２にありますよう

に、医療機器産業が多数立地する宮崎県北部と

大分県南部を中心エリアとする東九州地域にお

いて、研究開発や人材育成などを促し、関連産

業のさらなる集積を図って、地域活性化を目指

す構想の策定作業が両県合同で進められている

ところであります。

次に、②のメディカル・サイエンス科の特色

でありますが、メディカルコースとサイエンス

コースを設定し、理科、数学、英語での少人数

指導を行い、質の高い学びを提供するとともに、

病院、地域最先端企業への訪問やインターンシッ

プ、医学部、薬学部、理工系学部の大学や企業

による出前講座、地域医療担当医師、薬剤師や

地域最先端企業技術者、研究者の講演会と講座

の充実などの取り組みを行いまして、地域に貢

献する人材の育成を目指すこととしております。

次に、２の県立高等学校からの地区別医学部

医学科合格者数についてであります。表の下を

まずごらんいただきたいと思います。白丸の県

立高等学校等から医学部への全合格者数をごら

んください。これには過年度卒も含まれており

ます。平成18年度から平成22年度までの５年間

で297名、年平均59名が合格しております。また、

平成13年度から平成17年度までの５年間で239

名、年平均48名が合格しております。地域枠が

始まりまして約10名程度、県立高等学校からの

入学がふえております。また、ここに書いてお

りませんが、このほかに私立高校からの合格者

を含めますと、年平均80人から90人が合格して

おりまして、全国の医学部の定員がおよそ8,500

人ぐらいであるということを考慮しますと、本

県から医学部への合格者は決して少ないわけで



- 18 -

はないと考えております。

上の表をごらんください。表の年度は、大学

の年度を示しております。表の右下の225名が国

公立大学の医学科や自治医科大学、産業医科大

学に合格した生徒数、72名が私立大学や防衛医

科大学に合格した生徒数で、平成18年度から22

年度までの５年間で合計297名が合格しておりま

す。これを地域別に見ますと、県北が17名と６

名で合わせて23名、県央が180名と54名で234名、

県南・県西が28名と12名で40名となっており、

県央が最も多く、県北が少なくなっており、こ

のことから、先ほど御説明いたしましたが、延

岡高校の理数科をメディカル・サイエンス科に

改編することとしたところであります。

次に、３ページをごらんください。

３の宮崎大学医学部医学科地域枠及び地域特

別枠の推薦入学者選抜について説明いたします。

（１）にこれまでの推薦状況及び合格状況を

示しております。表の年度は、高校の卒業年度

となっております。平成21年度は、ことし大学

に合格した数でありますが、地域枠では定員10

名に対して42名の志願があり、県教育委員会か

らは24名を宮崎大学に推薦し、そのうち２名が

合格となっております。地域特別枠では定員５

名に対して28名の志願があり、県教育委員会か

らは13名を宮崎大学に推薦し、そのうち５名が

合格となっております。

（２）をごらんください。平成21年度の選考

方法等について説明いたします。

①の地域枠推薦入学者選抜でありますが、ア

にありますように、出願書類提出が11月４日及

び５日、イにありますように、第１次選考試験

を県庁で11月11日に実施しております。試験内

容は小論文で、学生募集要項には、「物事の判断、

論理的思考、分析・思考、問題解決等の能力を

評価できる内容を含めて課します。また、英文

による資料や自然科学的な資料を提示すること

もあります」と示しております。

ウにありますように、11月25日に第一次選考

合格者を発表し、その生徒を県から宮崎大学に

推薦しております。選考は、小論文の得点のほ

か、調査書、推薦書、自己推薦書を含めて総合

的に判断しております。

エにありますように、宮崎大学における第二

次選考のための書類提出が、12月２日から４日

まで行われ、オにありますように、12月25日に、

宮崎大学で第二次選考試験の一つである個人面

接が行われ、さらに１月16日と17日に実施され

たセンター試験の結果や提出書類も含めて、宮

崎大学が総合的に選考しまして、カにあります

ように、２月９日に最終合格者が発表されてお

ります。

次に、②の地域特別枠推薦入学者選抜であり

ますが、選考方法は地域枠推薦と同様でありま

すが、出願要件の中で、過年度卒業生も出願を

認めていること、及び「『宮崎県医師修学資金』

の貸与候補者としてふさわしい人」とあること

が地域推薦枠と異なっているところであります。

学校政策課関係の説明は以上であります。

○川﨑スポーツ振興課長 ４ページをごらんく

ださい。学校歯科保健活動の取り組みについて

御説明いたします。

１の学校歯科保健活動の目標についてであり

ます。学校におきましては、子供が各発達段階

に応じて、自分の歯、口の健康課題を見つけ、

課題解決のための方法を工夫・実践・評価でき

るようにし、生涯にわたって健康な生活を送る

基礎を培うとともに、みずから進んで健康な社

会の形成に貢献できるような資質や能力を養う

ことを目標としております。
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続きまして、２の「学校歯科保健活動の体系

（具体的な学校での取り組み）」についてであり

ます。学校における歯科保健活動につきまして

は、体系図にございますように、歯科保健教育、

歯科保健管理の大きく２つの領域で構成されて

おります。

まず、歯科保健教育についてであります。歯

科保健教育につきましては、学習指導要領にお

きまして、児童生徒の発達段階に応じて、口腔

の衛生や望ましい生活習慣の形成などについて、

学習内容として取り扱うこととされており、指

導の内容や場面によって、保健学習と保健指導

の２つの領域で構成されております。保健学習

は、体育科、保健体育科あるいは家庭科などの

関連する教科の中で行われます学習で、主に毎

日の生活と健康、病気の予防（むし歯や歯周病）

などの単元におきまして学習することで、健康

の保持増進に歯科保健が重要であることなどの

理解を深め、生涯にわたる健康生活の実践化を

促す指導を行っております。

次に、保健指導では、学級活動、ホームルー

ム活動等において、歯磨き、うがいの開始とそ

の習慣化、自分の歯・口を観察する習慣づけ、

スポーツや運動での歯・口の外傷予防の大切さ

や方法の理解など、保健学習との関連を図りな

がら、ブラッシングの方法を初め、具体的な口

腔ケアの方法などに関するスキルを定着させる

ことを目的としたより実践的な指導を行ってお

ります。また、歯磨き、うがいなどの習慣化は、

家庭の果たす役割が重要でありますことから、

保健便りや掲示物による歯、口の健康づくりに

関する啓発を行ったり、歯によい給食献立表を

作成し、各家庭に配付するなど、家庭への啓発

活動にも取り組んでいるところであります。

次に、保健管理についてであります。保健管

理につきましては、学校保健安全法により、児

童生徒の健康の保持増進を図るため、学校にお

いて取り組むべき必要な事項が定められており、

心身の管理、生活の管理、学校環境の管理の３

つの領域で構成されております。

心身の管理では、日々の健康観察や毎年度行

う定期の健康診断、健康診断実施後の要観察者

の観察や治療の勧めを行うなど、年間を通して

児童生徒の健康管理を行っております。また、

口腔の管理等に課題を持つ児童生徒に対する心

のケアも含め、必要に応じて健康相談を行って

いるところでもあります。

生活の管理では、歯科保健教育等で指導した

内容等をもとに、日常生活における定着の状況

など、児童の変容等を把握するとともに、その

状況に応じた指導を行っております。

学校環境の管理では、うがいやブラッシング

で使用する水道水や洗口上の安全管理や器具の

衛生管理など、児童生徒が安心・安全に歯科保

健活動が行えるよう、環境の衛生管理等に取り

組んでおります。

さらに、下段に注釈で示してありますように、

上記の学校保健活動を効果的に行うために、学

校保健委員会を設置するなど、家庭や地域との

緊密な連携を図っております。このような取り

組みを行うことにより、歯科保健に関する課題

や改善のための取り組みを、学校、家庭、地域

が共通理解することで、地域全体の歯科保健に

対する意識の高揚を図ることにもつながってい

くものと考えております。

次のページをごらんください。

３の「県教育委員会、市町村教育委員会の取

り組み」についてでございます。

まず、県教育委員会の取り組みについてでご

ざいます。
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県教育委員会では、市町村教育委員会との連

携や学校訪問等による指導助言等を通して、学

校における円滑な歯科保健活動の実施を支援す

るとともに、教職員の歯科保健に係る指導力向

上を図るために、各種研修会への派遣を行って

いるところであります。また、関係部局、歯科

医師会等と連携し、例えば歯の衛生週間におけ

る歯磨き指導の徹底などの予防啓発活動に取り

組んでいるところでございます。

次に、市町村教育委員会の取り組みについて

であります。市町村教育委員会では、学校での

健康診断を計画・実施するほか、学校訪問等に

よる指導や学校歯科医の委嘱、歯科衛生士の派

遣等を通して、学校における歯科保健活動の充

実に取り組んでいるところであります。また、

関係部局・団体等と連携しまして、予防啓発活

動に取り組んでいるところであります。

ここで、学校現場にて今行われております歯

磨き指導の実演を紹介させていただきたいと思

いますが、よろしゅうございますでしょうか。

（歯磨き指導実演紹介）

これだど３分はかかりますので、ここまでに

したいと思います。スポーツ振興課からは以上

でございます。ありがとうございました。

○松田委員長 以上で説明が終わりました。大

変興味のある数字も示されましたし、また、きょ

う、皆さん方に歯ブラシを配らなかったのが悪

かったなと思った次第ですが、では、委員会の

質問のほうをよろしくお願いいたします。

○鳥飼委員 資料の１ページ、２ページからい

ろいろと御説明をいただきましたが、何点かお

尋ねしたいと思います。

まず、２の県立高校からの地区別医学部医学

科合格者数（５か年分）というのが書いてあり

まして、これは全国平均ぐらいじゃないかなと、

まさるとも劣らないような感じだというような

御説明がございました。問題は、お医者さんに

なって、私たち県民からすれば宮崎に帰ってき

てほしいと。ですから、宮崎の地元の大学に行

けば宮崎の定着率がなお高くなると。よそから

宮崎大学に来ておればまた戻るという環境が一

つある。それから、よそに出ていけば、医療環

境とか生活環境、いろいろいいところがありま

すから、そのまま定着をしてしまうというよう

なことで、そこ辺が心配されるわけで、宮大に

可能な限りというようなこの枠の確保をしてい

こうということだろうと思うのですが、これは

難しいかもしれませんけれども、この中で、要

するに行ったままの人とか、そんな数までは把

握はしておられませんわね。例えば、18年度と

しますと、合計が国公立が49、その他が15とい

うことで、64名がお医者さんになって、宮崎に30

人帰ってきたとか、ちょっとこの後ろの数字は

無理かなと思いますけれども、確認しておきま

す。

○児玉学校政策課長 宮崎のほうにどれぐらい

帰ったかということについての調査はしており

ませんけれども、医療薬務課のほうでこの調査

をしておられるようであります。そこで何人帰っ

てきたかという調査があるかどうかわかりませ

んが、他県の大学の医学部に進学した生徒たち

に対して、ぜひ宮崎県に戻ってきてください、

そういったことを依頼する文書を学校を通して

流しているという話は聞いております。

○鳥飼委員 なかなか流すのは難しいだろうと

思うのですが、ドクターもこんな言い方をした

ら怒られますけれども、調理師さんと同じで、

板場の修業じゃないですけれども、腕を磨いて

包丁一本というようなところがありまして、そ

ういう修行のできるところには無給でも行くん
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ですね、極端な例では。私どもは千葉の日本医

科大学の北総病院というところに行ったんです

けれども、ドクターヘリ、「コードブルー」とい

うのが前にテレビでありましたよね。あれで有

名になりましたが、行ったんですが、無給で来

ているんですよ、定員外で。だから、そういう

すばらしいドクターがいるところには行くんで

すね。例えば宮崎市、宮崎県内であれば、例え

ば市郡医師会病院の循環器、そこにはすばらし

いお医者さんがいますから、各県から来るとい

うようなことがあります。それをいかにして県

内に医師を定着させるか。いろいろ聞くところ

では、例えば夕張のほうから土日月だけ帰って

くるとか、まだそのほかにも国立の埼玉におら

れるお医者さんが、やはり金曜日の夜帰ってき

て、土日、延岡の県病院に行かれるとか、これ

は宮大を出られた他県の方なんだそうですけれ

ども、そういう病院側の努力と宮崎への思い入

れとかいうのもあって、地域医療が支えられて

いるなというふうに思っておりますので、何と

してもそういう状況をつくっていくことが大事

ではないかなと思います。

そこで、３の（１）推薦状況・合格状況とい

うのを御説明いただいたんですが、例えば、①

地域枠推薦入学者選抜なんですけれども、ここ

は学校側の推薦と本人の自己推薦とあるんです

が、この基準、ここにもいろんな厳しいものが

あるんだろうと思いますけれども、大まかで結

構なんですが、御説明をお願いいたします。

○児玉学校政策課長 特に厳しい基準というの

は設定されてないんではないかなと思っており

ます。やはり学力が優秀であること、そして地

域医療に対して強い関心を持っていると、そう

いったようなことが文章で書いてあるというこ

とで、数字的なものについてはなかったという

ぐあいに存じております。

○鳥飼委員 意外と簡単なんですね。そういう

ふうな厳しい推薦の基準というものはないとい

うようなことでありました。地域特別枠という

のが平成20年から始まったわけなんですけれど

も、最終合格者数、最終は書いてありますが、

各高等学校から県への推薦者数というのがそれ

ぞれ２カ年書いてあるんですけど、このうちの

過年度、浪人している方、例えば20年でしたら13

人なんですけれども、５人と８人とか、今手持

ちがあればちょっと御説明いただきたいと思い

ます。なければ後ほどで結構ですから、浪人生

の力が強いのかなというような感じもしたりし

たもんですから。

それとことしの地域枠が２名ということで

ちょっと少なかったものですから、教育長にも

本会議等で質問が出ました。延岡高校がメディ

カル・サイエンス科に改編をされるとかいうよ

うなことで、そこら辺のやりとりもあったんで

すけれども、僕らもちょっとわからなかったも

のですから、どこら辺に原因があったと思って

おられるのかをお尋ねしたいと思います。

○児玉学校政策課長 まず、先ほどの御質問の

件でありますけれども、数字はちょっとお待ち

ください。もう一回整理します。

ことし２名ということだったわけなんですけ

れども、新聞等で宮崎大学のほうから言われた

言葉につきましては、医学部の中でしっかりと

学んでいくためには、それなりの学力が要求さ

れるということで、その学力としては今回は２

名しかいなかったというようなことで、宮崎大

学のほうから新聞の取材に答えられているよう

でありますけれども、私どもとしては、十分学

力の備わった子はもっとたくさんいたんではな

いかなと、23名ことし推薦しておりますけれど
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も、その中には学力のある子は随分いたという

ぐあいに考えているところであります。非常に

残念に思っているところであります。

○鳥飼委員 21年は地域枠は23人じゃなくて24

名ですよね。そこら辺がやりとりがあったとき

に、もっと教育委員会としてはしっかりした子

を出してますよというようなニュアンスで答弁

も聞いたような記憶があるんですけれども、そ

こを払拭をしていくといいますか、なぜそうい

うふうに言われたのかというのを分析するなり

していくことが今後につながると思うのですけ

れども、そこを自信を持ってということなんで

すけど、それでは余り答えにならないのじゃな

いかと思うのですよ。向こうはそんなふうに言っ

ているわけですから。なぜそういうところがそ

んなふうにとられたのかということをちょっと

御説明いただきたいと思います。

○飛田教育次長（教育政策担当） ３月まで学

校で生徒を推薦してきた立場ということでお話

をさせていただこうと思いますし、これからの

ありようについてもお話しさせていただきます

が、私勤務しておりました学校は、校長として

４名一次で合格させていただきまして推薦いた

しました。個人情報ですので、センター試験で

何点を取ったということは、学校で指導すると

きは言えますが、こういう場では言うことはで

きません。が、その４名のうち最終的に２人合

格しました。２人ともおおよそ例年の基準に近

いぐらいの数字を取っていた子供であります。

校長同士でいろんな情報交換をいたしました。

私、普通科部会の会長をさせていただいた関係

もありまして非常に残念に思いましたので。実

は、地域枠入試が始まって一番センター試験が

易しかった年は、理系が英数国200点、あと社会

が100点、理科が200点で900点満点なんですけ

ど、900点満点で平均点が631点でした。今年の

春は平均点が547点、実に80数点易しい年と差が

ありました。それで、他校の校長といろんなや

りとりをして状況を確認したときに、じゃ、そ

の点数をスライドして考えたら、当然10名の定

員枠は合格できる生徒を自信を持って我々は送

り込んだと思っております。せんだって事務担

当者同士で私も行ったんですが、宮大の入試委

員長さんと協議をさせていただきました。あし

たは公式に医学部長さんも含めて、私も行って、

こういうことについての細かい協議をさせてい

ただく予定です。公の場には出てきませんが、

生徒から了解をとって、高等学校はセンター試

験が何点取ったのでどこの大学に合格した、合

格してないということを受験産業に報告をして

おります。そのバックデータを各学校は持って

おります。それで、例えば宮崎大学の医学部だっ

たら何点が最低点だった、佐賀大学の医学部だ

たら何点が最低点だったというのは、前の年の

情報は７割、８割ぐらいの情報は全部つかんで

おります。そういうことも学校から聞き取った

ことをもとにしながら、個人情報ですから出す

ことはできませんが、大学側と具体的な協議を

させていただいて、ぜひ県民のために地域枠10

名とってほしい、あわよくば、望むべくは13名

とっていただいた年もある。10名を超してでも

本県の子供たちを自信持って推薦しますから、

とってほしいというお願いをしてまいろうと

思っております。実際に今春の入試では地域枠

入試で不合格になった生徒が同じ宮崎大学医学

部に一般入試で合格しております。実は、いろ

んな状況があった。国立大学の入試は、今春は

２月３日が最終的な一般入試の出願締め切りで

した。これ２月９日ぐらいに発表されたと思う

のですが、大学側もインフルエンザの対応等で、
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国大協からデータが届くのも例年より１週間お

くれたような状況もありました。いろんな中で

苦慮の判断をされながらある線を引かれたのだ

ろうと思います。そこあたりは、県民の思い、

そして高等学校の思いを今後協議の中で十分伝

えていきたいと思っております。以上でござい

ます。

○鳥飼委員 そうしますと、次長、飛田校長の

ところは２人、全員だったということのようで

すけれども、今のお話ではセンター試験の平均

点が70点ぐらい、厳しくなったということを機

械的に宮崎大学側が判断をしたのではないかな

というふうな、そんなふうに聞こえたんですが、

そういう聞き方でよろしいんですか。

○飛田教育次長（教育政策担当） 合否の決定

は大学側に権利があられますので、我々はあく

までも推定でございますが、幾らかは配慮され

た。だけど、どのラインまでの配慮をされたか

ということについては、もう少し私たちは弾力

的な扱いをしていただけたら、多分10名を埋め

ることができたんではないかという思いは持っ

ております。ただ、大学のほうは、ここを最低

の学力とお考えになったというのが、新聞等で

出されている見解だと思いますので、そこあた

りは十分な協議をさせていただいて、今後とも、

また高等学校にもそういう高い学力を大学が求

めているということもお話しして、ぜひ強調し

ていきたいというふうに思っているところでご

ざいます。

○鳥飼委員 わかりました。表で議論するばか

りがすべてじゃないですから、事務的にといい

ますか、内々でやりとりする場合もたくさんあ

ると思いますので、そういうところで議論をす

ることで払拭できるものはどんどん払拭してい

ただいて、大事なことはやはり宮崎県内の医師

をどう確保していくかということですから、ぜ

ひ校長の経験がおありですし、そういう場で宮

崎県の県の教育の状況というものを十分説明し

ていただいて、所期の目的を達するようにお願

いしたいと思います。ありがとうございました。

○児玉学校政策課長 先ほどの御質問について

お答えさせていただきます。平成20年度の地域

特別枠を県から大学のほうに10名推薦しており

ますけれども、地域特別枠の10名、すべて浪人

でありました。したがいまして、３名の合格が

出ておりますが、すべて浪人ということになり

ます。また、平成21年度、ことし大学に入った

子供たちになりますけれども、13名の地域特別

枠の生徒を宮崎大学に推薦いたしましたが、こ

のうち現役は１名でありました。５人のうち現

役が１名、浪人が４名ということでありました。

以上であります。

○長友委員 21年度が数値が少ないわけですけ

れども、例年平均して似たような実績が上がっ

ているような気がするんですね。だから、自信

を持って送っているはずなんですね。そしてま

た、こういうことになれば、ほかの他校から受

ける人も点数が低かったと思うのですよね。全

国的な平均点が低ければですね。だから、内申

書とかもしつくのであれば、やはりそのあたり

が力をかなり入れて、ことしの全国のレベルと

いうのがこういう状況になっているけれども、

平常としてはこれぐらいの力を持っている子で

すよと、それぐらい書き込んで、絶対自信を持っ

て送り出していますというようなことを、やっ

ぱりその辺もやるべきじゃないかなという気は

しますけどね。

○児玉学校政策課長 宮崎大学が医学部の学生

として求めているセンター試験での学力は、お

よそこんな点数ではないかなというものが、今
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回のこういった結果等で明らかになってきまし

たので、学校のほうに推薦者を出す場合には、

そのセンター試験でのどれぐらいの得点ができ

るかということをしっかりと見込んだ上で合格

ラインに達するような生徒を推薦してください

と、そういうような形で学校のほうにはお願い

したいなというぐあいに思っているところであ

ります。

○長友委員 こんなことを言っちゃいけないで

すけれども、過去の経験で、年間の成績を見て

おって、間違いなくやっぱりこれぐらいのレベ

ルをキープしているという人が、センター試験

のときに急激に落ち込んだことがあるんですよ。

そのときに、困りましたよね、こっちも送り出

す立場として。だけど、この人の成績というの

は、年間を通してこういう状況にあるんだとい

うようなことを書いてやって、僕は通ったよう

な気がしているんですよ。そういう経験上です

ね。だから、自信を持って送るというか、例年

と比べて、その年の平均点が極端に全国的に低

ければ、そこあたりはやっぱり今おっしゃった

ような姿勢で、十分向こうの大学側と話されて

もこれはいいんじゃないかなというふうには思

いますね。

○児玉学校政策課長 ことしの高校生が受験し

たセンター試験の平均点が、昨年度と比べます

と約30点ほど下がっていたんですね。大学のほ

うも、そのことについては考慮はしたというぐ

あいには言っておられますけれども、こういっ

た点数等が例年変動しますので、そのあたりも

今後十分配慮した上で、かつ地域枠あるいは地

域特別枠の趣旨というのをしっかりと理解した

上で、ぜひ定員どおり、あるいはそれ以上合格

させていただくように、また今後の協議でお願

いしてまいりたいと思っております。

○米良委員 課長さん、ちょっといただいた資

料の確認をさせていただきたいと思うのですが、

まず１ページ、この医学部医学科の志望者への

支援体制ということでかなり御努力をいただい

ているわけでありますが、敬意を表したいと思

います。この中で、平成21年度で90名が受講さ

れたという実績ですね。その２ページの表の中

で、21年度国公立に52名、その他の大学に18名、

計70名が合格されたということでありますが、

この90名の中の70名ということの理解でいいん

でしょうか。それとも、いや全く関係ないとい

うことの理解でいいのか。そことの関連を少し

お話を聞かせていただくといいがと思います。

○児玉学校政策課長 この受講した子供たちが

そのまんま医学部を受けたかどうかというとこ

ろまでは、こちらのほうでは調査しておりませ

んけれども、多分医学部を受けようと思う子供

は、これを選択していると思いますので、近い

ものではあるんではないかなと推察しておりま

す。

○米良委員 そういう点については、非常に興

味が持たれるところでありますので、そこあた

りの進学していく状況というのは把握しておく

必要があるんじゃないかなと僕は思いますけれ

ども、その辺の取り組みについてはどうお考え

ですか。いわゆるマンツーマンではないでしょ

うけれども、いろいろセミナーを通しての将来

にわたる医師の確保という観点から、このセミ

ナーを実施したということでしょうから、当然

そういう一つの将来にわたる子供たちの育成と

いうのは、把握しておく必要があるんではない

かなと思いますけれども、そこ辺はどうなんで

すか。

○飛田教育次長（教育政策担当） 昨年、その

サマーセミナーの事務局を私の勤務していた学
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校でやりました関係で答えさせていただきます

が、実は、サマーセミナーは県立・私立問わな

くやっております。ですから、ここに合格数と

して挙がっているのは、県立高校からの合格数

だけであります。恐らく、これもさっきのセン

ター試験の絡みになるんですが、センター試験

で先ほど長友委員が言われたように、思わぬ得

点が取れなかったというような生徒は、他学部

に行くか、あるいは一浪をするというようなこ

とになりますが、この数を見ると、受講した生

徒がほとんどやっぱり受けているということに

つながっている数字だと私たちは認識しており

ます。以上です。

○米良委員 そうなりますと、特に興味が持た

れるところですけれども、他の、宮崎県に類す

る他県等のこういうものに対する取り組みとか

いうのは、他県でもやっぱり何らかのそういう

セミナーに基づくようなものをやっていらっ

しゃるということがありますかね。ほかに類す

ることがあれば。

○飛田教育次長（教育政策担当） 他県の情報

もいろいろ交換していますが、医学部に特化し

てやっているという県は幾つかあります。だけ

ど、そう多くはないと思います。先ほど、学校

政策課長が全医学部の定員が8,000人ぐらいと言

いましたが、国公立大学の医学部の定員は４千

数百です。私立大学は学資のこともありますの

で、その４千数百という数字を100分の１の宮崎

県の感じで考えると、40人か50人ぐらいという

程度ですので、宮崎県の状況はこれに私立高校

からの10名ぐらい大体通っておりますので、そ

ういう取り組みはある程度の力にはつながって

きつつあると、ここ５年間が伸びてきたという

のは、やり始めてからやっぱり伸びております

ので、直接それが効果があったか、各学校の取

り組みの効果があったかということは検証でき

ませんけど、何らかのいい影響を与えていると

いうふうに思って張り切って事務局をさせてい

ただいたところでした。以上です。

○米良委員 最後に、３ページの一番上の表で

すけど、一番右端ですが、平成21年度の地域枠

・地域特別枠ということでありますけれども、

地域枠で見ますと、高等学校から県への推薦者

数が42名、県から大学への推薦者の数が24名、

最終的な合格者２名ということでありますが、

落ちこぼれたというと語弊がありますが、この

２名のほかの子供たちというのは、どこかの大

学に行ったということでしょうか。それとも把

握はできないということでしょうか。どうなん

でしょうね。

○児玉学校政策課長 先ほど次長のほうから話

がありましたが、落ちた子が１人、一般入試を

受けて、そちらのほうで合格しているという情

報はつかんでおりますけれども、そのほかの子

供たちについてはわかっておりません。

○萩原委員 飛田次長、さっき長友委員からの

話もあったんですけれども、たった２枚ぐらい

のペーパーでふるい分けるわけでしょう，試験

というのは。そのために僕は特別推薦枠という

のはあると思うのですよ。学校から、あるいは

教育委員会から大学に、この生徒は将来はドク

ターとして優秀ですよ、ふだんの学力もいいで

すよと、たまたまセンター試験とかそういう１

枚か２枚のペーパーでよくなかったと。当たり

外れというのはあるんですよ。全体的には基本

的なところが試験に出るんですけれども、非常

に得意なところが出れば、例えば、中野委員よ

り僕がふだんはあんまり大した成績ではないけ

れども、試験のとき当たりが出たら、こっちの

ほうがぱあっと上に上がったりする場合がある
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んですよね。そのために私は、学校推薦枠とい

うのはあると思うのですよね。この子は将来は

地域のために成績優秀でいいドクターになりま

すよということはあるんですから、その辺をも

う少し強力に宮大に言っていただきたいなと思

います。そうでないと、やっぱり試験当日、セ

ンター試験とかそういうときだけ体調が悪くて

なかなか力が発揮できないという子がたくさん

いることは、僕らもＰＴＡなんかしていました

からよくわかります。その辺はもう少し強力に

やっていただければありがたいと思います。

○飛田教育次長（教育政策担当） おっしゃる

とおりだと思います。そういうことがあるため

に推薦入試と一般入試と分けてあるわけで、先

ほども申し上げましたが、実は既に５月に事務

レベルで１回入試委員長とか入試担当の課長さ

んあたりと相談をしました。そして、あしたも

やる予定ですが、そういう意義を大学と連携の

パイプを太くして訴え続けていくことが大学の

意識を変えていただくことになると思うのです

ね。やっぱりどうしても基本的にセンター試験

の学力というのをかなり重んじて選考されてい

るというふうに私たちはとらえております。そ

れが学校サイドで追跡をした結果でございます

が、だけど、それだけじゃなくて、やっぱりそ

ういう思いを持った子供だから、きっとほかの

子より、言葉は適当じゃないかもしれませんが、

よく伸びると、私たちは自信を持って推薦しま

すということで、何回も機会をとらえておつな

ぎをしていきたいと思っております。以上です。

○萩原委員 これは要望ですけれども、大学側

の合否をする人たちも、例えば平均点よりも

ちょっと低かったけれども、この子を上に上げ

たと言われると、いろんなことを勘ぐられはせ

んかというような、そういう認識があるんじゃ

ないかと思うのですね。そのために学校側の推

薦というのがあるわけですから、その辺を何と

かひとつ強力に押していって、学校の先生たち

のほうがずっと、いろいろ中高一貫教育がどん

どんまだやっていくと、中高６年間見ているわ

けですから、大学側は１日かちょっとそれだけ

で判断するわけですから、その辺をひとつ、もっ

と高校の先生たちが推薦するというのは、それ

だけ重いんだということをひとつ進めていただ

きたいと思います。

○権藤委員 ４ページ、５ページのところが歯

に関係した部分かなと思います。私どもは、こ

の委員会の一つの目的として「歯の条例化」と

いう部分を目指しているわけですけれども、特

に４ページ等については、３年生ぐらいまでの

イメージとか、それ以前の幼児の問題とか、あ

るいは中学・高校とか、そういう時系列的にやっ

ていかないかんことというのをもう少し整理し

て、体系等でまとめいただくことが大事ではな

いかというふうに思っております。５ページの

ほうでは、市町村の教育委員会の取り組みとい

うことがあるわけですが、ここにもやっぱり市

町村でも取り組みについても濃淡があるのでは

ないか。そういうものを県内のレベルを歯の健

康に関して上げていくためには、やっぱり歯の

福祉保健計画というか、そういうものが必要に

なってくるというふうに認識を持っておるとこ

ろであります。そういう意味では、この４ペー

ジの表が実際に運用されている中では、上から

２番目に書いてあります基礎的なものとか、そ

れから歯の歯科保健管理という、実際に個々人

が歯を健康にしていくというための道筋といい

ますか、そういうもの等を全体像としてやって

いく、その中に何が必要か、こういうことをも

う少し保健の時間の中でも具体化していくとい
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うことが今後我々が目指しております条例化と

あわせて、市町村教育委員会等も含めて間口を

狭めていくというか、具体化していくというよ

うなことが必要ではないかと思うのですが、そ

こで、４ページの実態については、もう少し、

今言いましたような初級的なこと、年代別に進

んでいくこと等があろうかと思うのですが、そ

このところをちょっと御説明をお願いしたいと

思います。

○川﨑スポーツ振興課長 これは学校歯科保健

活動の体系図ということでお示ししてあります

が、これをもとに各学校におきましては、学校

保健の全体計画というのをつくっております。

それによりまして、発達段階に応じまして、小

学校の低学年、中学年、高学年、中学校という

ような形できめ細かな成長過程によります歯の

状況、それから大まかにつかみました課題、例

えば小学校低学年におきましては、奥歯の第一

大臼歯が生えてきます。生えてきますと、当然

そこに虫歯が心配されるわけですから、そういっ

た対応によります奥歯をしっかり磨きましょう

とかそういった課題、それから留意事項という

ようなことで細やかな全体計画の中での指導計

画というようなことで取り組んでいるところで

ございます。

○権藤委員 私たちも、条例化をするためには

あらゆる検討をしなきゃいかんという認識で学

校現場にも行かしてもらって、そういう実態も

調査のスケジュールに上げているわけですが、

きょうのところは、今御説明いただいたような

ことでよろしいかと思いますが、この計画がしっ

かりしてないと、物事は進まないと思いますし、

そういう意味でも条例化が必要かなというふう

に歯科医師会皆さん等とも認識が一致したとこ

ろなんですが、きょうは今のお答えでよろしい

かと思います。

○太田委員 先ほど音楽を使った歯の体操を見

せてもらいましたが、これは例えば小学校とか

全校、宮崎県内の全校で取り組んでいることな

のか、ああいうモデルを使って。それか、例え

ばある学年に特定してやっているのか。その辺

の実際のやっている状況はどういうことなのか。

全学年、全校、ある学年に特定してやっている

のか、その辺はどうなんですか。

○川﨑スポーツ振興課長 先ほどの模型並びに

ＣＤ等につきましては、各学校全部持っており

ます。また、担任も１年生になったり６年生に

なったりいろいろしますので、全職員がああいっ

た指導ができるという状況で本県は取り組んで

いるところでございます。

○太田委員 わかりました。中学生になったら

ああいう形はとれないだろうと思いますけど、

実は先ほど権藤委員も言われましたように、県

の歯科医師会等も委員会で懇談をしたわけです

が、こういう委員会を持ったんですが、その中

で私の経験として、歯磨きの仕方について専門

家に聞いてみたんですね。大人としてはこうい

うふうに指導されたんですが、子供にそういう

指導を、いわゆる歯茎と歯との間のブラッシン

グ、マッサージというのが一番いいんじゃない

かということで話をしたら、専門家のほうとし

ては、子供には子供の磨き方があるので、大人

の磨き方を余り直接指導はできないんですよと

いうような意味のことを言われたんですよね。

今のモデルを使った歯の体操でのブラッシング

というのは、今のあれを見たときに、縦磨きだ

けだったと思うのですが、一応専門家はそうは

言われたんですが、やっぱり歯茎と歯の間のマッ

サージといいますか、それからエナメル質のと

ころはさっと磨いていくようなことが基本では
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ないかなという気がして、私自身も虫歯という

のがなくて、ただテレビのコマーシャルを見た

だけで縦磨きだけをやって、大人になって50何

歳のころに歯茎を磨くんですよと言われて、そ

うだなと思って本当に感動したことがあるんで

すが、その辺はやっぱり縦磨きだけでの指導で

よろしいんでしょうかねと思いまして、もう一

回念のため。

○川﨑スポーツ振興課長 先ほどのは時間がご

ざいませんでしたので、あの程度で御紹介して

おきましたが、先ほどの権藤委員の質問でお答

えした点をもう少し詳しく申しますと、今言わ

れました小学校中学年におきましては、犬歯、

それから小臼歯の交換、歯が抜け変わるころ、

またそのころ歯肉炎が増加してまいります。ま

た、中学校におきましては、外傷菌、部活動等

をやって歯を痛めるとか、そういった状況等も

ございます。それと、高等学校におきましては、

歯周病が増加してくるというような、発達段階

においていろんな状況が変わってきます。それ

に伴って磨き方も違いますし、また、保健指導

の上の丸の中でありますが、「歯みがきやうがい

などの開始と習慣化」、この「など」につきまし

ては、個別に歯並びが非常に個性があって違い

ますので、ただ、歯磨きブラシだけではなくて

歯間ブラシを使ったりフロスを使ったりとかい

うような細やかな指導もやっているところでご

ざいます。また、６月４日「虫歯予防デー」で

ございますが、この前後には歯科衛生士の方と

か歯科医等の派遣をいただいて、より専門的な

御指導をいただいて指導に当たるというような

状況でございます。

○十屋委員 簡単に、先ほど歯磨きの事例を見

せていただいたんですが、４ページにあります

ように、学校、歯科保健活動という計画があっ

て、県教委としては宮崎県内の児童の虫歯の本

数、そういうものを九州でもいいですし、全国

レベルでもいいですけど、どういうふうにとら

えておられますか。

○川﨑スポーツ振興課長 本県におきましての

虫歯の罹患率でございますけれども、平成21年

度の文科省の調査による結果によりますと、小

学校におきまして、宮崎県がパーセントで71.1

％が虫歯に罹患しております。全国平均が61.8

％でございます。中学校におきまして、宮崎県

が64.4％、全国が52.9％、それから高等学校に

おきまして、本県が71.8％、全国が62.2％、約10

ポイントぐらい違うということで、本県が虫歯

の罹患率が高いという状況を把握しております。

○十屋委員 本当に先生たちが忙しい仕事の合

間に虫歯のことまでやらなきゃいけない。家庭

的なことが学校現場まで持ち込まれて大変だと、

重々私も理解するのですが、その中で、今やっ

ている、今把握されている数字がここ数年大き

く改善されたとか、そういう傾向的なものは何

かあるんですか。

○川﨑スポーツ振興課長 平成15年度と比べま

すと、平成15年度の小学校が本県が81.5％、そ

れから平成21年度が71.1％、小中高におきまし

ても大体同様の傾向で、15年度と21年度と比べ

ますと、10ポイント減ってきております。本県

も減ってきておりますが、全国も減ってきてお

るということで、傾斜は変わらないのでござい

ますけれども、ただ、その後の虫歯の未処理率

で見てみますと、本県、小学校１年生で50.3％、

６年生で33.8％、中学校では28.0％ということ

で、処置については大分年齢が進むにつれてしっ

かり処置がされているというところで、治療勧

告や保健指導の効果が出ているんではないかな

というふうに把握しております。
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○十屋委員 最後にしますけれども、本当に宮

崎県も頑張るけど全国も頑張る。その差は一向

に縮まらないと。何かスポーツの例とよく似て

いるんですけれども、そういう意味からすると、

もっと別な政策的なものもやっぱり県としては

考えていかなければ、この差はなかなか縮まら

ないのではないかなと。先ほど医療の話があり

ましたが、特徴的に宮崎は医師不足があって、

そういう特別な政策を打ち出している。そうい

うところと同じように、やっぱり歯の件に関し

ても、なかなか全国レベルまで上がらないとい

うことになってくると、当然その中で別なもっ

と宮崎県独自の対策を県教委と市町村教育委員

会が連携してやらないと、この差はなかなか縮

まらないのではないかなということでおります

ので、これはこれからのまた議論が出てくると

思いますが、そういうこともぜひ考えていただ

きたいということで、要望にとどめておきます。

○松田委員長 ほかにございませんか。

ないようでしたら、２点お伺いいたします。

また、医学部志望者というところなんですが、

その前に延岡高校にメディカル・サイエンス科

を設置を決めていただきました。延岡高校の佐

藤校長が、全校集会でこのことを生徒に伝えた

そうです。あんまり反応はなかろうなと思って

淡々と伝えたら、物すごい反響が生徒から返っ

てきた。それぐらい自分の学校に対する充実感

というものを覚えたということで、校長が大変

感動したという話を聞かせていただきました。

延岡には日本で２つ教育の世界で、日本で最

初というものを設けていただきました。１つが

特別支援校３校の合併した新たな形の特別支援

校、そして今回のメディカル・サイエンス科と

いうことで、大変市民としても感謝をし、また

期待をしているところです。そこで、このよう

なメディカル・サイエンス科のみならず、特別

地域枠ということで医師を県民から生み出そう

という取り組みの中で、まず１点目、その指導

力はどう考えていらっしゃるのか。教科指導力

向上支援教員ということもきょうの資料の中に

ありましたが、教える側の教員の体制はどうで

あるのか伺いたいと思います。

○児玉学校政策課長 県の人事異動で職員の異

動があるわけですけれども、決して指導力のな

い職員ばかりだと、そういうわけではありませ

ん。十分指導力のある職員が配置されておりま

すので、今回のメディカル・サイエンスという

ことで、かなり目的が明確化されましたので、

それに向けてさらに職員の意識は非常に集中し

ていくというぐあいに思っております。

○松田委員長 理数科に加えて医歯薬なんです

が、これは指導する先生方に特化した何かカリ

キュラムを修得していらっしゃるのか。それと

も、今先生方が御自分たちの指導力向上の中で、

その一環として医師という世界を見ていらっ

しゃるのか。その辺いかがなんでしょうか。

○児玉学校政策課長 特別にそういった資格と

かいうのを持っているわけではありませんけれ

ども、今回、このメディカル・サイエンス科の

中における特色ある教育活動への挑戦を通して、

先生方に力を身につけていってほしいなと。そ

して、その先生方がさらに今度はほかの県の普

通科のほうにおいても、その指導法を広めてい

くような、そういったような取り組みを延岡高

校のほうでやっていただきたいというぐあいに

思っているところであります。

○松田委員長 指導力、学力の指導のみならず、

先ほど萩原委員からありました、やる気とかそ

ういった啓発の部分、いわゆるポテンシャルと

いうのは大変生徒にとって大きいものですし、
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特に生徒たちにとっての可能性は無限大だと

思っておりますので、先生自身が楽しめるよう

な、そういった指導の世界をつくっていただけ

たらと思います。

最後にもう１点、今度は宮崎大学医学部の地

域枠・特別地域枠の傾向と対策なんですが、こ

の選抜において資料を拝見しましたら、一次試

験で小論文、二次試験で面接となっております。

これは地域枠・特別地域枠も同じですよね。そ

うしますと、小論文もさることながら、面接と

いう部分、我が宮崎県はＰＲにおいては欠けて

いるということも言われているわけなんですが、

この小論文・面接という形のところは、推薦の

対象になった生徒たちにどのように指導なされ

ているものなのか、特別に対策をとっているも

のか、お教えいただきたいと思います。

○児玉学校政策課長 面接につきましては、宮

崎大学のほうで実施されておりますけれども、

この一次合格が、本県が選考した生徒に対しま

して、各学校ではその面接に向けた指導という

のを十分取り組んでおります。

○松田委員長 十分な指導の結果が、今年はた

またま出なかったと見たらよろしいでしょうか。

どんなでしょうか。

○児玉学校政策課長 宮崎大学のほうといろい

ろ話をする中で、やはり一番の決め手は、セン

ター試験というようなことでありまして、私ど

もは十分人物的にはすぐれた子供たちを、また

能力的にも意欲のある生徒たちを推薦したつも

りでおります。

○松田委員長 明日、教育次長を初め各所管の

方々が宮崎大学医学部でこの地域枠・地域推薦

枠のことで交渉に行かれると伺いました。ぜひ

ぜひ県民から医師を生みたいという県民の思い、

それから医の道に進みたいという生徒たちの思

いを十分にお伝えいただきますように要望いた

しまして、私の質問を終わります。

質問が終わりました。ありがとうございまし

た。執行部の皆さん、御苦労さまでした。

しばらく休憩いたします。

午後３時15分休憩

午後３時18分再開

○松田委員長 再開いたします。

まず、協議事項（１）の県南調査についてで

す。資料１をごらんください。

確認、県南調査は８月23日～24日の２日間と

いうことになっております。８時50分県議会集

合、９時出発ですので、時間厳守でよろしくお

願いいたします。今のところ全員参加というこ

とですが、皆さん予定はよろしゅうございましょ

うか。御希望があればということで毎回伺って

おります。それと服装のほうはクールビズでよ

ろしくお願いいたします。都城のほうはこのよ

うにお願いいたします。

次に、協議事項（２）の調査活動計画・県北

調査についてですが、県北調査が11月上旬に延

期ということで皆さん方の御了解をいただきま

した。今のところは11月８日の週、第２週で調

整を図っているところです。11月の上旬につき

ましては、皆さん方既に幾つかの行事が予定さ

れておりますので、どうしてもこの週以外では

県議会としてもとりづらいということですので、

御理解をいただきたいと思います。11月８日の

週、第２週の週末ぐらいになろうかと思います。

日程調整が整いましたら、早目に皆さん方に御

連絡いたしますので、この案のとおり調査活動

を進めていくことに御異議はありませんでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○松田委員長 調査先につきまして、御意見・

御要望がありましたら、よろしくお願いいたし

ます。また後日にお教えいただきたいと思いま

す。

では、こちらのほうの選定につきましては、

私ども正副委員長に御一任いただきたいと存じ

ますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松田委員長 では、そのように進めさせてい

ただきます。

最後、協議事項（３）の県外調査です。これ

は10月20日から22日、水・木・金を予定してお

ります。２泊３日です。９月定例議会が終わっ

て日を置かずに実施いたしますので、またその

調査先につきまして、皆様からまた御意見をい

ただきたいと思います。御要望がありましたら

お教えをいただきたいと思います。また、調査

先などにつきまして今ございませんでしたら、

また私ども正副委員長に御一任いただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松田委員長 協議事項（４）、次回委員会です。

次回委員会での執行部への説明資料要求につい

て何か御意見・御要望はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松田委員長 では、そのほかにございません

でしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松田委員長 では、次の委員会を８月23日の

県南調査ということになりますので、時間厳守、

９時県庁出発でよろしくお願いいたします。

では、本日の委員会を閉会いたします。

午後３時22分閉会


